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第１回 北広島市外部評価委員会 会議録 
 

 

 

 

 

日時：平成 2３年６月２日（木） 

午前 10 時 00 分～11 時 1６分  

会場：本庁舎（２階）会議室  

 

 

 

出席者 

評価委員 天羽 浩、神沼幸子、小松直之、澤井將美、村川 亘 

事務局  岩泉企画財政部長、工藤行政推進課課長、西澤主査、武田

主査、川口主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の要点を付記し、正確を期するためにここに署名する。 

 

 

 

 

 

         委 員 長  村  川    亘 

 

 

 

         署名委員  天  羽    浩 
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１ 開会 事務局の司会進行により開会。 

 

２ 委嘱書の交付 上野市長、各委員へ委嘱書を交付。 

 

３ 市長あいさつ（要旨） 

この度は、外部評価委員を昨年に引き続きお受けいただきましてありがとうござ

います。昨年度、皆様方には、事務事業、補助金の評価をしていただく一方で、評

価方法や運営のあり方などにつきまして、さまざまな面からご指摘、ご提言をいた

だきました。 

本年は、新たな総合計画の実施の初年度であり、推進計画に基づく事業が始まっ

たところであります。総合計画では、事業の評価を基に推進計画の点検・見直しを

毎年実施していくことにしております。また、現在、平成 17 年度策定されました

行財政構造改革大綱に基づく実行計画の見直しを進めておりますが、その中では政

策評価を重点的な取り組みの中心に据えております。 

市の財政状況は、比較的順調に推移してきていますが、日本の経済は世界的な金

融危機の影響を受け、国の財政状況も悪化しており、東北大震災により今後の地方

交付税や市税の先行きに不透明感があります。 

一方、当市では少子高齢化が進展し、公共施設の老朽化が進んできている中で、

地方分権の様々な分野において行政サービスのニーズも高まっていくものと考えて

おります。 

市民要望等を的確にとらえたまちづくりを進めていくには、事務事業を効果的、

効率的に実施していく必要があり、政策評価を政策や予算に反映させていくシステ

ムの構築が重要になってくると考えております。 

外部評価委員会の皆様方には、22 年度の事務事業の評価を基本にお願いしてお

りますが、推進計画の進行管理を進めていく方法や組織の在り方等についても、忌

憚のないご意見をいただきたいと考えております。 

委員の皆様方のお力添えを心からお願い申し上げ、開会に当たってのご挨拶とさ

せていただきます。 

 

４ 委員長の選出 

委員長の選出方法を「事務局一任」で全委員了承。事務局から村川委員を委員長

として提案し、全員の了承を得た。（次第５「議事」以降、村川委員長により司会進

行。） 

 

５ 議事 

 

（１）副委員長の指名について 村川委員長、澤井委員を副委員長に指名。 

（２）議事録署名委員の指名について  

事務局より昨年と同様に委員長と各委員輪番制による２名の署名を提案、今回

は、村川委員長と天羽委員の２名を署名委員として提案し、全員の了承を得た。 

 

（３）委員会の運営方法について 

評価委員会の公開について、原則公開することで了承。 
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（４）評価の実施方法について 事務局、資料等に基づき説明。 

  ① 評価対象とする事業及び補助金等について 

    本年度からスタートする総合計画の新施策体系に基づく継続事業を評価対象と

することとし、昨年度と同様に各施策の構成事業についての評価と施策内におけ

る優先度も付ける方法で実施することとした。 

    また、補助金については、昨年度と同様に補助金交付基準に基づく本年度評価

対象となる補助金等から評価することとした。 

  ② 評価スケジュールについて 

今年度から第５次総合計画がスタートし、総合計画の進行管理については、政

策評価を活用した毎年度の見直し等により進行管理をすることしていることから、

外部評価についても推進計画のローリングによる進行管理へ反映させるため、可

能な限り８月末までに評価結果を出していくこととした。 

また、来年度以降の評価期間や手法についても検討することとした。 

 

（５）評価対象事業及び補助金等について 事務局、資料等により案について説明。 

評価対象の施策については、第１章第３節１｢子育て環境の充実｣、第５節３「介

護サービスの充実」、同節４「地域支援体制の推進」、第２章第１節２「豊かな心を

育む教育の充実」、第３節３「地域が支える健全育成活動の充実」、第７節１「個性

豊かな地域文化の振興」、第３章第３節３「公園の整備」、第５章第６節１「下水道

の整備と利用の促進」の８施策４７事務事業を一応対象としてできる限り８月末ま

でに評価を実施することとし、次回正式に決定することとした。 

補助金については、３３件のうち昨年までに評価した補助金１０件を除く２３件

から補助金額の少ないものを除いた９件について評価をすることとした。 

 

（６）その他 

次回の日程について、７月上旬の午前中に開催することとした。 

なお、評価対象の評価調書と内部評価（案）については、準備ができ次第それぞ

れ６月中旬、６月下旬頃を目途に送付することとした。 

 

 

７ 閉 会 （11：1６） 
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主な質疑応答・意見など 

≪評価の実施方法について≫ 

 

Ｄ委員：新・旧総合計画の施策体系の違いを比較するものとして何かあるか。 

 

事務局：施策体系的には大きく変わってはいない。中には一部変更になっているものもある。 

 

委員長：従来と変わったものはどれか、特に力を入れている部分や新計画の目玉などを説明し

てほしい。 

 

事務局：前回の総合計画は１０年前の計画であり、駅前のエルフィンパークや文化施設中心の

まちづくりを重点にしていたが、今回は、人口減が大きく出ており、その人口対策やソフ

トの部分を１つの目玉にという形で大きな相違点ではないかと考えている。それ以外につ

いては、あまり大きくは変わっていない。 

詳しくは次回に説明したい。 

 

≪評価スケジュール≫ 

委員長：事務局の評価案等を見て、ヒアリング等の必要のない事業については、評価を短縮で

きるのではないか。ヒアリングを想定している事業はどのような事業、重点プロジェクト

の事業などを考えているのか。 

 

事務局：見直しとなった事業や事業内容の不明確なものなどを考えている。 

 

委員長：本日はどこまで決めればいいのか。 

 

事務局：本日はこれから評価対象事業とその担当者を決めていただき、後日、評価調書と評価

案を送付するので、次回までに担当の評価を考えていただき、委員会で協議していただき

たい。 

 

Ａ委員：担当割というと一人何件くらいになるのか。 

 

事務局：件数は、４０件程度で、一人８件程度と考えている。 

 

≪評価対象事業及び補助金等について≫ 

Ｄ委員：施策体系別評価対象事業（案）をみると、事業費の記載がなく事業規模も分からない

なかで、評価対象事業を選定するとなると外部評価委員会で評価する事業のコンセプトが

固まっていないと駄目ではないか。対象とした事業の選定趣旨を教えてほしい。 

 

事務局：昨年度から施策体系で事業を選定している。過去に外部評価した事業を、新施策体系

に合わせると９施策７８事業になる。新施策体系では、４０８事業あり、この中から本年

度評価対象に該当しない新規事業と今年度で終了する事業を除くと、１０９施策２３９事

業になる。 
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   できるだけ多くの事業を評価していただくことと、重点プロジェクトの施策を基本に評

価対象（案）として選定した。 

    

委員長：この報告書の見方で、子育て環境の充実の中で過去に外部評価のコメントはどこに記

載しているのか。 

 

事務局：子育て環境の充実については、「認可外保育園運営費支援事業」が平成２０年度、「保

育園一時預り事業」が平成１９年度に外部評価を実施しているが、この部分では、特に記

載してはいない。 

 

委員長：この政策評価報告書の見方はある程度見ていただくと理解できると思うが、４７件を

事務事業の評価対象として選定したということでよろしいか。 

 

（全委員了承する。） 

 

委員長：補助金について説明してください。 

 

事務局：本年度の対象は全部で３３件、過去の評価補助金１０件を除いた２３件のうち補助金

額が５０万円以上のものが９件あります。本年度につきましては、この 9 件を評価対象

（案）として選定しています。 

 

委員長： 評価対象事業と補助金の説明を受けましたが、事務事業の説明資料は担当者が決まれ

ばその担当者ごとに資料を出すということなので、その資料を見ながら評価をすればよい

かと思います。 

評価スケジュールですが。 

 

事務局：７月から評価に入ってもらい、８月末までを目途にお願いしたいと考えております。 

 

委員長：実質審議は次回からになりますが、進め方についてはいかがでしょうか。 

 

Ａ委員：委員会は何回程度予定しているのか。 

 

事務局：８月までは３回程度を予定している。 

 

Ａ委員：３回で補助金と合わせて５６件を評価するのか。 

 

事務局：８月末までに可能な限り評価をお願いしたい。 

 

委員長：４７件のうち、過去に評価しているのが７件あり、実質的には４０件になる。この４

０件を担当者ごとに分けて検討してもらい、それを次回或いはその次の委員会でそれぞれ

協議をして結論を出すということでやると、ヒアリングを必要だというものがあれば、事

前に言えば次回からヒアリングができるのか。 
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事務局：次回は、事務局の評価案の概略を説明し、法律的に決まっているような事業などはヒ

アリング等が必要ないと思う。審議の内容にもよるが、期限を設定しているわけではない

が、できるだけ短期間で評価する方向でお願いしたい。 

 

委員長：事務局の意向は分かりました。来年度の予算に反映させたいということで、できるだ

け協力したいと思う。見かけの件数は多いような気がするが、過去の評価等からある程度

焦点を絞れれば、可能ではないか。進め方、方向性としてはこれでよいか。ただ、昨年評

価したものが今回の評価対象に入っているのはどうなのか。 

 

事務局：重点プロジェクトとして位置付けられている事業が多い施策ということで対象とした。 

 

Ｄ委員：昨年度、評価した事業を本年度に再度評価するのは意味がないと思われるが。昨年度、

当委員会にて真剣に評価し意見・提言しているものであり、それについては尊重していた

だきたい。新しい施策の中で重点プロジェクトに指定したからと云っても内部的な問題で

あって、すでに外部評価の終了した事業は、当然評価対象から外していいのではないか。 

従来の施策が新総合計画で大きく変わったとか、事業の目的も大きく変わったので、評

価対象に入れざるを得ないということなのか。ただ単に新施策体系のなかに同じ事業が入

っているので選定したと云うのであれば除いてもいいと思われる。 

 

委員長：次回に総合計画の全体像を説明してもらい、この事業の趣旨が大きく変わったのなら

ば評価してもいいが、殆ど変わらないということであれば、最初から外していいと思う。

１９・２０年であれば対象としてもよい。 

 

Ｄ委員：過年度に評価したものが、今回対象に入ってきて、重点プロジェクトということで、

その重点プロジェクトにした説明を聞くと理解できるかもしれない。 

 

委員長：過去に評価した事業も含めて評価するが次回の説明により最終的に評価対象を決める

ことにする。 

    

事務局：調書が集まり次第送付いたします。次回、その事業について概略の説明をさせていた

だき、その時に担当決めをしていただきたいと思う。 

 

委員長：その方がいい。全体を見て担当決めをする方がよいので、次回までに資料を送付して

いただき、それにより検討して割り振りを決めると、次回の説明を聞いて疑問点等正せる

分は正していくという作業をしたいと思う。 

 

 

 


